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フィリピン競争委員会による行政調査に関する

規則が施行される 

 
 

フィリピン最高裁判所は、「フィリピン競争法（Philippine Competition Act: 

PCA）に基づく行政上の捜索及び調査に関する規則」を公表した。同規則は、

競争法違反の疑いに関する行政手続上の調査命令の請求手続、発令、執行に

ついて定めており、2019年 11月 16日から施行されている。 

調査命令とは、フィリピン競争委員会（Philippine Competition Commission: 

PCC）及び PCCを代行する他の法執行機関に対し、違反に関連する情報の検

査、複写、写真撮影、記録又は印刷のため、事業所及びオフィス、土地、自

動車への捜索及び立入の権限を与える裁判所の命令書である。 

調査命令の請求は、権限を有する PCCの職員が、特別商事裁判所に対して行

うことができ、請求を受けた裁判所は、対象場所に証拠が存在し、証拠と調

査が関連性を持ち、証拠が隠滅されるおそれがあると考えるに足りる合理的

な根拠がある場合に、調査命令を発令する。  

調査命令の提示及び執行は、裁判所の職員の立会のもとで行われる。また、

事業所への立入は、対象となる事業者によって指名されたコンプライアンス

担当者又は弁護士の立会のもとで、調査命令を執行する PCC及び他の法執行

機関の職員によって行われる。執行にあたる職員は、個人に対して事情聴取

をすることができる。個人は、事情聴取に際して弁護士を立ち会わせること

ができる。 

本規則は、PCCの法執行の権限を強化するものである。事業者は、捜索及び

調査が、自らの事業の運営に多大な影響を及ぼすものであることを認識した

上で、行政調査に備えた準備をしておく必要がある。 
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